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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも監視区域（１０８、４０２）および非監視区域（３０２）を含む区域（１０
６）内の複数台の監視カメラ（１０２、４０８）の位置および向きを選択するための方法
であって、
　前記区域（１０６）に関するデータをプロセッサによって受信するステップ（Ｓ５０２
）と、
　前記データを用いて仮想区域の多角形表現を前記プロセッサによってモデル化するステ
ップ（Ｓ５０４）と、
　適合度関数の繰返し処理を前記プロセッサによって評価するステップ（Ｓ５０６）であ
って、前記適合度関数が、前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のシミュレーショ
ンされたカバレージエリアを計算し、かつ前記監視区域（１０８、４０２）のシミュレー
ションされた入射視野角（１１２、４１２）を計算するための、前記仮想区域内の前記複
数台の監視カメラ（１０２、４０８）の位置および向きを含む、評価するステップと、
　前記適合度関数に対する適合解を前記プロセッサによって選択するステップ（Ｓ５０８
）であって、前記適合解が、前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）の前記位置およ
び向きを含み、前記選択するステップが、前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）の
前記シミュレーションされ計算されたカバレージエリア（６０２、７０２）、前記監視区
域（１０８、４０２）における前記シミュレーションされ計算された入射視野角（１１２
、４１２）、および前記監視区域（１０８、４０２）の所要の入射視野角（１１０、４０
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４、４０６）に基づく、選択するステップとを含み、
　前記仮想区域内の前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のうちの少なくとも１台
の監視カメラの前記位置および前記向きのうち少なくとも１つが、各繰返し処理において
変更され、前記適合度関数の繰返し処理は、前記適合解が、前記監視区域（１０８、４０
２）を完全にカバーし、前記非監視区域（３０２）をカバーしない、シミュレーションさ
れたカバレージエリア（６０２、７０２）を含むまで評価され、前記適合解は、前記監視
区域（１０８、４０２）の前記所要の入射視野角（１１０、４０４、４０６）を満たし、
　各繰返し処理での前記変更が、粒子群最適化（ＰＳＯ）アルゴリズムによって実行され
、前記複数の監視カメラの数がｎ個であり、ＰＳＯアルゴリズムの初期段階がｎ個の粒子
の生成を含み、各粒子が前記複数台の監視カメラのうちの特定の１台の監視カメラに対応
し、ｎ個の粒子のそれぞれの初期配置が、前記仮想区域内の孔を表す内部の多角形を除く
前記仮想区域の主要な外部の多角形の内部に各粒子を配置するヒットテストアルゴリズム
の使用を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＰＳＯアルゴリズムの繰返しが、前記ｎ個の粒子のクラスタリングを含み、前記粒
子のクラスタリングが、前記粒子が対応する前記監視カメラの向きではなく、仮想環境に
おける各粒子の位置に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　適合解を選択する前記ステップ（Ｓ５０８）がさらに、前記監視区域（１０８、４０２
）を監視する前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のうちの少なくとも１台の監視
カメラが取り込んだ画像の所要の解像度に基づいている、請求項１または２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記区域（１０６）がさらに空白区域（２０２）を含み、適合解を選択する前記ステッ
プ（Ｓ５０８）がさらに、監視される前記空白区域（２０２）の割合に基づく、請求項１
から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記適合度関数が、複数の監視カメラ（１０２、４０８）を含み、前記適合解がさらに
、前記監視カメラ（１０２、４０８）の数を含む、請求項１から４のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項６】
　前記仮想区域内の前記監視カメラ（１０２、４０８）の数、ならびに前記仮想区域内の
前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のうち少なくとも１台の監視カメラの前記位
置および前記向きのうち少なくとも１つが、各繰返し処理において変更される、請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１台の監視カメラ（１０２、４０８）のそれぞれがカメラ機能を含み、
前記カメラ機能が、視野およびズームレベルのうち少なくとも１つを含み、前記適合解が
、前記少なくとも１台の監視カメラ（１０２、４０８）の前記カメラ機能を含む、請求項
１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記仮想区域内の前記少なくとも１台の監視カメラ（１０２、４０８）の前記カメラ機
能、ならびに前記仮想区域内の前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のうち少なく
とも１台の監視カメラの前記位置および前記向きのうち少なくとも１つが、各繰返し処理
において変更される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記適合度関数がさらに、少なくとも２台の監視カメラ（１０２、４０８）を備え、適
合解を選択する前記ステップ（Ｓ５０８）がさらに、前記少なくとも２台の監視カメラ（
１０２、４０８）のそれぞれに対する前記監視区域（４０２）の所要の入射視野角（４０
４、４０６）に基づく、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記シミュレーションされたカバレージエリアが、アクティブエッジアルゴリズムを使
用して計算される、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　処理機能を有する装置上で実行されるときに、請求項１から１０のいずれか一項に記載
の方法を実行するためのプログラムが記録された、コンピュータ可読記録媒体。
【請求項１２】
　少なくとも監視区域（１０８、４０２）および非監視区域（３０２）を含む区域（１０
６）内の複数台の監視カメラ（１０２、４０８）の位置および向きを選択するためのシス
テムであって、
　　前記区域（１０６）に関するデータを受信することと（Ｓ５０２）、
　　前記データを用いて仮想区域の多角形表現をモデル化することと（Ｓ５０４）、
　　適合解を計算するために適合度関数の繰返し処理を評価することであって（Ｓ５０６
）、前記適合度関数が、前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のシミュレーション
されたカバレージエリアを計算し、かつ前記監視区域（１０８、４０２）のシミュレーシ
ョンされた入射視野角（１１２、４１２）を計算するための、前記仮想区域内の前記複数
台の監視カメラ（１０２、４０８）の位置および向きを含む、評価することと、
　　前記適合度関数に適合解を選択することであって（Ｓ５０８）、前記適合解が、前記
複数台の監視カメラ（１０２、４０８）の前記位置および向きを含み、前記選択が、前記
複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のシミュレーションされ計算されたカバレージエ
リア（６０２、７０２）、前記監視区域（１０８、４０２）の前記シミュレーションされ
計算された入射視野角（１１２、４１２）、および前記監視区域（１０８、４０２）の所
要の入射視野角（１１０、４０４、４０６）に基づく、選択することと
　を行うように構成された１つまたは複数のコンピュータプロセッサを備え、
　前記仮想区域内の前記複数台の監視カメラ（１０２、４０８）のうちの少なくとも１台
の監視カメラの前記位置および前記向きのうち少なくとも１つが、各繰返し処理において
変更され、前記適合度関数の繰返し処理は、前記適合解が前記監視区域（１０８、４０２
）を完全にカバーし、前記非監視区域（３０２）をカバーしない、シミュレーションされ
たカバレージエリア（６０２、７０２）を含むまで評価され、前記適合解は、前記監視区
域（１０８、４０２）の前記所要の入射視野角（１１０、４０４、４０６）を満たし、
　各繰返し処理での前記変更が、粒子群最適化（ＰＳＯ）アルゴリズムによって実行され
、前記複数の監視カメラの数がｎ個であり、ＰＳＯアルゴリズムの初期段階がｎ個の粒子
の生成を含み、各粒子が前記複数台の監視カメラのうちの特定の１台の監視カメラに対応
し、ｎ個の粒子のそれぞれの初期配置が、前記仮想区域内の孔を表す内部の多角形を除く
前記仮想区域の主要な外部の多角形の内部に各粒子を配置するヒットテストアルゴリズム
の使用を含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、区域を監視するためのカメラ配置の分野に関し、詳細には、監視区域を含む
区域におけるアシストされたカメラ配置の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、監視業界によって、区域のビデオ監視が長年使用されてきた。ある区域を監
視するために、１台または複数台のビデオカメラをその区域にセットアップするとき、た
とえば、柱または壁のような区域内の障害物など区域の構成を考慮すると、カメラの最良
のセットアップを実現することが困難になる場合がある。多くの場合、訓練された人は、
監視システムをセットアップする際に、自身の専門的知識を使用する必要がある。
【０００３】
　米国特許出願公開第２０１２／０３０７０６７号（Ｃｈｅｎら）は、自動カメラ配置の
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ためのシステムおよび方法に関する。この文献で開示された方法は、例えば監視区域、非
監視区域、空白区域、および／または障害物などに、区域を分割するステップを含む。こ
の方法はさらに、たとえば、カメラの数、カメラの位置もしくは向き、および／またはカ
メラのモデルを選択し、変更するステップ、次いで、適合度関数を使用して、カメラの数
、カメラの位置もしくは向き、および／またはカメラのモデルを選ぶステップを含む。米
国特許出願公開第２０１２／０３０７０６７号に開示された方法は、カメラのセットアッ
プを選ぶときに役立つことがあるが、ビデオ監視システムをセットアップするときには、
特徴および制約条件をさらに考慮する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／０３０７０６７号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｃａｍｅｒａ　ｌａｙｏｕｔ　ｔｏ　ｓａｔｉ
ｓｆｙ　ｔａｓｋ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ａｎｄ　ｆｌｏｏｒ　ｐｌａｎ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ」（Ｅｒｄｅｍら、２００６年、Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ、１０
３（３）：１５６～１６９頁）
【非特許文献２】ＫｅｎｎｅｄｙおよびＥｂｅｒｈａｒｔ（「Ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｓｗａ
ｒｍ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（粒子群最適化）」Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ、
１９９５年、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ、ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎ
ｆｅｒｅｎｃｅ、ｖｏｌｕｍｅ４、１９４２～１９４８頁、ｖｏｌ．４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記に鑑み、本発明の一目的は、少なくとも監視区域を含むある区域内の１台または複
数台の監視カメラの位置および向きを選択するための、改善された方法、システム、およ
びコンピュータ可読記録媒体を提供することである。概して、上記目的は、添付の独立特
許請求項によって達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様によれば、少なくとも監視区域を含むある区域内の１台または複数台の監視
カメラの位置および向きを選択するための方法によって本発明が実現し、この方法は、こ
の区域に関するデータをプロセッサによって受信するステップと、このデータを用いて仮
想区域をプロセッサによってモデル化するステップと、適合度関数の繰返し処理をプロセ
ッサによって評価するステップであって、この適合度関数が、１台または複数台の監視カ
メラのシミュレーションされたカバレージエリアを計算し、かつ監視区域のシミュレーシ
ョンされた入射視野角を計算するための、仮想区域内の１台または複数台の監視カメラの
位置および向きを含む、評価するステップと、適合度関数に対する適合解をプロセッサに
よって選択するステップであって、この適合解が、１台または複数台の監視カメラの位置
および向きを含み、この選択するステップが、１台または複数台の監視カメラの計算され
シミュレーションされたカバレージエリア、監視区域における計算されシミュレーション
された入射視野角、および監視区域の所要の入射視野角に基づく、選択するステップとを
含む。
【０００８】
　本明細書においては、用語「適合度関数」は、現在の解（すなわち、適合解）がどの程
度最適なのかという測定値を計算するための関数として理解すべきである。
【０００９】
　本明細書においては、用語「向き」は、カメラのパン角度とチルト角度の組合せ、また
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は単にカメラのパン角度もしくはチルト角度として理解すべきである。パンは、カメラが
水平面内で回転する角度であり、チルトは、カメラが垂直面内で回転する角度である。
【００１０】
　本明細書においては、用語「監視区域」は、少なくとも１台のカメラによって監視する
必要のある、区域のうちのサブ区域（または場合によっては区域全体）として理解すべき
である。このような区域の一例は、美術館での有名な絵画、バンクバルブへの入口、また
は組立ラインの製品安全評価区域でもよい。監視区域は、１つの連続区域またはいくつか
の別々の区域を含んでもよい。
【００１１】
　本明細書においては、用語「入射視野角」は、区域、または区域内もしくは区域の一部
分にある対象物がカメラで監視される角度として理解すべきである。この角度は、１次元
、２次元、または３次元で表現してもよい。所要の入射視野角は、角度の範囲、または最
大角度もしくは最小角度を指定してもよい。
【００１２】
　本明細書においては、用語「仮想区域」は、区域についての任意の適切なコンピュータ
表現として理解すべきである。多角形表現が最も一般的であるが、たとえば、区域内の各
表面を表す等値面を使用することによるベクトル表現も同様に可能である。さらなる実施
形態によれば、レベルセットなどの離散点ベースの表現が利用される。
【００１３】
　本明細書においては、用語「カバレージエリア」は、その位置に配置された少なくとも
１台のカメラが監視することになる区域の領域として理解すべきである。
【００１４】
　本発明は、多くの場合で、監視区域の監視が、所要の入射視野角で実行されて、区域の
監視を容易にする必要があるとの認識に基づいている。たとえば、出入り口を通って区域
に入る人々を監視するとき、カメラはその出入り口の前に有利に配置され、平均的な人間
の身長の高さで出入り口の位置に向けられて、たとえば、その区域に入る人の顔認識を容
易にする。組立ラインを監視するときは、たとえば製品のほとんどの部分が見える角度で
、その製品が監視されるようにカメラが有利に配置される。
【００１５】
　一実施形態によれば、仮想区域内の１台または複数台の監視カメラのうち少なくとも１
台のカメラの位置および向きのうち少なくとも１つが、各繰返し処理において変更され、
適合度関数の繰返し処理は、適合解が監視区域を完全にカバーするシミュレーションされ
たカバレージエリアを含むまで、評価され、この適合解は、監視区域に所要の入射視野角
を満たす。
【００１６】
　この実施形態はさらに、監視区域の監視を容易にするが、それは監視区域全体が監視さ
れることになるからである。もちろん、監視カメラが監視区域全体を監視できない場合も
ある。こうした場合には、最大数の繰返し処理を設定することができる。適合度関数が繰
返し処理の最大数に達すると、最良の適合解、たとえば、シミュレーションされたカバレ
ージエリアが監視区域をほとんどカバーするが、所要の入射視野角が実現される解が選ば
れる。適合解が、監視区域を完全にカバーしているシミュレーションされたカバレージエ
リア、および監視区域に所要の入射視野角を含んでいることが分かった場合でも、適合度
関数の繰返し処理が続行し得ることを付記してもよい。
【００１７】
　さらなる実施形態によれば、適合解を選択するステップはさらに、監視区域を監視する
１台または複数台の監視カメラのうちの少なくとも１台のカメラが取り込んだ画像の所要
の解像度に基づいている。これにより、監視区域の監視がさらに容易になるが、それは、
高解像度画像は、低解像度画像よりも詳細部分を多く含んでいるからである。
【００１８】
　実施形態によれば、区域はさらに空白区域を含み、適合解を選択するステップはさらに
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、監視される空白区域の割合に基づく。
【００１９】
　本明細書においては、用語「空白区域」は、監視すなわち監視区域が必要でもなく、禁
止されてもいない区域の一部分として理解すべきである。
【００２０】
　区域が、監視が最も重要である監視区域を含む場合でも、その区域の他の部分を監視す
ることが有利になる場合がある。監視されている空白区域の割合にさらに基づいて、適合
解を選択することにより、この方法は、所要の入射視野角で監視区域全体を監視する要件
が満たされる複数の解から選ぶことができる。そのような場合、選択された適合解は、空
白区域の大部分が監視されている解でもよい。
【００２１】
　区域は非監視区域をさらに含む。この実施形態によれば、適合解を選択するステップは
さらに、非監視区域が、少なくとも１台または複数台の監視カメラによって監視されない
ことに基づいてもよい。
【００２２】
　本明細書においては、用語「非監視区域」は、監視すべきではない区域として理解すべ
きである。一例として、このような区域は、従業員の作業スペース、または浴室もしくは
休息場の一部分など、よりプライベートな区域を含んでもよい。
【００２３】
　この実施形態の利点は、この方法が、区域のある部分が監視されない状態に保たれるよ
うな区域を扱うという点であり得る。
【００２４】
　実施形態によっては、適合度関数は、複数の監視カメラを含み、適合解はさらに、監視
カメラの数を含む。経済的理由または他の理由により、区域を監視するために、より多く
のまたはより少ないカメラを利用可能とすることができる。
【００２５】
　実施形態によっては、仮想区域内の監視カメラの数、ならびに仮想区域内の１台または
複数台の監視カメラのうち少なくとも１台のカメラの位置および向きのうち少なくとも１
つが、各繰返し処理において変更される。これによって適合度関数がより柔軟になるが、
それは、カメラの数を変更してもよく、それにより、要件による適合解を見つける可能性
が増すからである。
【００２６】
　実施形態によっては、少なくとも１台の監視カメラのそれぞれは、カメラ機能、すなわ
ち視野およびズームレベルのうち少なくとも１つを含むカメラ機能を含み、適合解は、少
なくとも１台の監視カメラのカメラ機能を含む。この場合、仮想区域内の少なくとも１台
の監視カメラのカメラ機能、ならびに仮想区域内の１台または複数台の監視カメラのうち
少なくとも１台の位置および向きのうち少なくとも１つを、各繰返し処理において変更し
てもよい。たとえば経済的な理由から、視野が狭く、ズームできない安いカメラを監視用
に使用しなければならない場合もある。ズームのレベルは、たとえばカメラの視野に影響
を及ぼすことがあるが、カメラで取り込んだ画像の解像度もそうである。適合度関数を繰
り返すときに、監視カメラのカメラ機能を変更できることにより、すなわち、カメラのモ
デルまたはカメラのズームレベルを変更することによって、より柔軟な方法が実現する。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、適合度関数はさらに、少なくとも２台の監視カメラを備え、
適合解を選択するステップはさらに、少なくとも２台の監視カメラのそれぞれに対する監
視区域に所要の視野角に基づく。ある区域がたとえば２つの方向から監視されるという、
監視システムの要件が存在する場合もある。たとえば、サッカー場のゴールエリアを監視
するとき、ボールが完全にゴールエリア内にあるのかどうか確実に確かめるために、互い
に異なる角度から、すなわち、三角測量技法を使用することによって、ゴールエリアを監
視する２台のカメラが必要になることがある。監視区域が、２つ以上の別々の監視区域を
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含んでもよく、この場合の少なくとも２台の監視カメラのそれぞれが、同じ別々の監視区
域を監視しなくてもよいことを付記してもよい。したがって、互いに異なる所要の視野角
は、互いに異なる別々の監視区域に関係してもよい。
【００２８】
　実施形態によっては、アクティブエッジアルゴリズムを使用して、シミュレーションさ
れたカバレージエリアが計算される。一般的な代替形態は、すなわち仮想区域をグリッド
に分割することにより、この仮想区域のサンプリングされた表現を使用し、このグリッド
内の各セルにおいて、グリッドがカバーされているかどうか計算することである。アクテ
ィブエッジアルゴリズムを使用する利点は、連続的なカバレージエリアが得られ、したが
ってシミュレーションされたより正確なカバレージエリアが得られることである。さらな
る利点は、アルゴリズムの時間計算量がＯ（ｎ）、すなわち、線形時間アルゴリズムにな
ることである。これは、低速のアルゴリズムを使用する場合よりも、適合度関数を高速に
実行できることを意味する。
【００２９】
　実施形態によっては、粒子群最適化（ＰＳＯ）アルゴリズムによって、各繰返し処理で
の変更が実行される。２台以上のカメラを使用するとき、これが有利なアルゴリズムにな
るが、それは、特定のカメラに対する各変更が、その局所的に最もよく知られた解と全体
的に最もよく知られた解の両方の影響を受けるからであり、すなわち全てのカメラを考慮
に入れている。
【００３０】
　適合度関数への入力データを考慮して、適合度関数に対する解（すなわち、適合解）を
最適化するための任意の適切な最適化アルゴリズムを使用できることを付記してもよい。
適切な最適化アルゴリズムの他の例は、進化的アルゴリズムなどの、ヒューリスティック
探索最適化手法でもよい。さらなる例は、傾斜法でもよく、または動的計画法もしくは整
数線形計画法（ＩＬＰ）などのプログラム手法を使用してもよい。
【００３１】
　第２の態様では、本発明は、処理機能を有する装置上で実行されるときに、第１の態様
による方法を実行するためのプログラムが記録されたコンピュータ可読記録媒体を提供す
る。
【００３２】
　第３の態様では、本発明は、少なくとも監視区域を含むある区域内の１台または複数台
の監視カメラの位置および向きを選択するためのシステムであって、この区域に関するデ
ータを受信することと、このデータを用いて仮想区域をモデル化し、適合解を計算するた
めに適合度関数の繰返し処理を評価することであって、この適合度関数が、監視区域に所
要の視野角、ならびに１台または複数台の監視カメラのシミュレーションされたカバレー
ジエリアを計算し、かつ監視区域のシミュレーションされた入射視野角を計算するための
、仮想区域内の１台または複数台の監視カメラの位置および向きを含む、評価することと
、適合度関数に対する適合解を選択することであって、この適合解が、１台または複数台
の監視カメラの位置および向きを含み、この選択が、１台または複数台の監視カメラの計
算されシミュレーションされたカバレージエリア、監視区域における計算されシミュレー
ションされた入射視野角、および監視区域の所要の入射視野角に基づく、選択することと
を行うように構成された１つまたは複数のコンピュータプロセッサを備えるシステムを提
供する。
【００３３】
　第２および第３の態様は一般に、第１の態様と同じ特徴および利点を有することができ
る。
【００３４】
　概して、特許請求の範囲で使用される全ての用語は、本明細書において別段の定めが明
示的にない限り、当技術分野でのその通常の意味に従って解釈すべきである。「要素、装
置、構成要素、手段、ステップなど」への全ての言及は、別段の記載が明示的にない限り
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、要素、装置、構成要素、手段、ステップなどのうちの少なくとも１つの例に言及するも
のとして素直に解釈すべきである。本明細書において開示される任意の方法のステップは
、明示的に記載されない限り、開示された順序そのままで実行しなくてもよい。
【００３５】
　次に、本発明の各実施形態を示す添付図面を参照して、本発明の上記開示のおよびその
他の態様をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ａ～ｃは各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法
を示す図である。
【図２ａ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図２ｂ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図２ｃ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図２ｄ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図３ａ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図３ｂ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図３ｃ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図３ｄ】は各実施形態による、監視カメラの位置および向きを選択するための方法を示
す図である。
【図４ａ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図４ｂ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図４ｃ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図５】ある区域内の１つまたは複数の監視カメラの位置および向きを選択するための方
法の流れ図である。
【図６】光学カメラのパラメータを示す図である。
【図７】光学カメラのカバレージエリアの一例を示す図である。
【図８ａ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図８ｂ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図８ｃ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図８ｄ】は各実施形態による、２つの監視カメラの位置および向きを選択するための方
法を示す図である。
【図９】ＰＳＯ粒子符号化を説明する図である。
【図１０】監視区域を監視するカメラの所要の入射視野角を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　次に、本発明のいくつかの実施形態が示してある添付図面を参照して、以下に本発明の
実施形態をより完全に説明する。しかし、本発明は、多くの様々な形態で実施してもよく
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、本明細書に記載の実施形態に限定されるものと解釈すべきではなく、むしろ、本開示が
完璧かつ完全なものになり、本発明の範囲を当業者に完全に伝えるように、これらの実施
形態が一例として提供される。さらに、同様の番号は、全体を通して同様の要素を指す。
【００３８】
　例を挙げて明確に説明するのを簡略化するために、図１～図８のそれぞれは、３次元の
シーンの２次元表現、または２Ｄ投影を示していることを付記してもよい。
【００３９】
　図６には、一例として、光学カメラ１０２のパラメータが示してある。カメラ１０２の
視野（ＦｏＶ）６０２は、カメラのレンズを通して目に見え、度で測定されるシーンの一
部（ボリュームたとえばコーン）を示す固有パラメータである。ＦｏＶは、実際には、カ
メラによって監視することもできる区域を表す。
【００４０】
　カメラが生成する画像において満足できる程度に鮮明に現れることになる、最も近い対
象物と最も遠い対象物との間の距離は、被写界深度（ＤｏＦ）と呼ばれる。これは、（図
６の断面図に示した）ＦｏＶコーン６０２の最近深度（ＮＤ）とも呼ばれる最も近い縁部
６１０、および最遠深度（ＦＤ）とも呼ばれる最も遠い縁部６１２によって、図６に示さ
れる。
【００４１】
　カメラの空間分解能（ＳＲ）は、画像上での対象物の画素の総数と、対象物のサイズと
の比である。所与の空間分解能の要求値は、対象物とカメラの間の距離によって決まる。
カメラの空間分解能は、ＦＤに変換することができる。ＳＲの要求値が高くなると、カメ
ラのＦＤが短くなることがある。
【００４２】
　各カメラは、１組のパラメータによって定義され、数多くのタイプのカメラが利用可能
である。互いに異なる各カメラは、互いに異なるレンズタイプ、素子タイプなどを有する
。通常、３つのカメラタイプは、固定視野カメラ、パン／チルト／ズーム（ＰＴＺ）カメ
ラ、および全方位カメラである。固定視野カメラは、定位置に取り付けられると、固定の
位置、向き６１４、および焦点距離を有する。固定視野カメラは、その固定焦点距離ゆえ
に、ＤｏＦおよびＦｏＶが小さいことがあり、すなわちズームすることができない。ＰＴ
Ｚカメラは、回転することができ、焦点距離が調整可能である（ズーム）。したがって、
ＰＴＺカメラのＤｏＦおよびＦｏＶは、固定視野カメラよりも大きくてよい。全方位カメ
ラは、２πＦｏＶを有する。ＰＴＺカメラにおいては、回転することができるので、回転
角の二等分線６１４がカメラの向きである。全方位カメラの場合、２πＦｏＶを有するの
で向きは問題ではない。
【００４３】
　本明細書では、カバレージエリアとは、カメラが監視でき、障害物によって遮られてい
ない区域を指す。これが、一例として図７に示してある。図７では、障害物７０６が、カ
メラ１０２のＦｏＶの一部分を遮っている。この結果、ＦｏＶ全体を監視用に利用できる
わけではない。この例では、区域７０２、すなわちカメラ１０２のカバレージエリアが監
視される。しかし、障害物７０６によって遮られた区域７０４は、監視されないままであ
る。
【００４４】
　図１ａ～図１ｃには、一例として、監視カメラ１０２の位置および向きを選択するため
の方法が示してあり、部分的には図５に示してある。図１ａには、監視される区域１０６
が示してある。この区域は、たとえばドアなどの監視区域１０８を含む。
【００４５】
　監視される区域１０６に関するデータが、プロセッサによって受信され（Ｓ５０２）、
仮想区域にモデル化される（Ｓ５０４）。この例、ならびに図２ａ～図２ｄ、図３ａ～図
３ｄ、図４ａ～図４ｃ、および図８ａ～図８ｄとともに示した例では、各図には、１つま
たは複数の監視カメラの位置および向きを選択する（Ｓ５０８）ための適合度関数の繰返
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し処理が示してある。適合度関数の各繰返し処理では、仮想区域内の１台または複数台の
監視カメラのうち、少なくとも１台のカメラの位置および向きのうち少なくとも１つが変
更される。これらの繰返し処理は、区域１０６内で実際に発生するものとして、各図とと
もに示してあるが、これが単に、例を挙げて明確に説明するのを簡略化するためのもので
あることが当業者には理解されることを付記してもよい。
【００４６】
　図１ａで分かるように、カメラ１０２のＦｏＶ１０４全体を利用しても、区域１０６、
より具体的には監視区域１０８を監視することはできないが、それは、監視区域１０８に
近い壁が、カメラ１０２のＦｏＶ１０４の一部分を遮っているからである。したがって、
仮想区域内のカメラ１０２のシミュレーションされたカバレージエリアは、監視区域１０
８をカバーしていない。したがってプロセッサによって実行される、適合度関数のこの繰
返し処理の評価（Ｓ５０６）の結果として、適合度関数を新規に繰り返すことが必要にな
る。図１ｂでは、カメラ１０２の位置と向きの両方が変更されている。この新規の位置お
よび向きの場合では、カメラ１０２のＦｏＶ１０４が監視区域１０８を監視するのを遮る
ものはなく、すなわち、監視区域１０８はカメラのカバレージエリア内にある。しかし、
監視区域１０８のシミュレーションされた入射視野角１１２は、入射視野角１１０の所要
の範囲内にはない。したがってプロセッサによって実行される、適合度関数のこの繰返し
処理の評価（Ｓ５０６）の結果として、適合度関数を新規に繰り返すことが必要になる。
図１ｃでは、カメラ１０２の位置と向きの両方がもう一度変更されている。ここで、カメ
ラ１０２は、実質的に監視区域１０８の前に配置され、それに向かって配向されている。
監視区域１０８のシミュレーションされた入射視野角１１２は、ここで入射視野角１１０
の所要の範囲内にある。さらに、シミュレーションされたカバレージエリアは、監視区域
１０８を完全にカバーしている。したがって、プロセッサは、適合度関数に対する適合解
として、カメラ１０２のこの位置および向きを選択することができる（Ｓ５０８）。
【００４７】
　図２ａ～図２ｄには、一例として、監視カメラ１０２の位置および向きを選択するため
の方法が示してあり、部分的には図５に示してある。図２ａには、監視される区域１０６
が示してある。この区域は、監視区域１０８および空白区域２０２を含む。図２ａ～図２
ｂには、図１ａ～図１ｂとともに既に説明したものと同じものが示してあり、すなわち、
２つの繰返し処理が実行され、この繰返し処理の評価（Ｓ５０６）の結果、さらに繰返し
処理が必要になることが示してある。図２ｃでは、監視区域１０８のシミュレーションさ
れた入射視野角１１２は、ここで入射視野角１１０の所要の範囲内にある。さらに、シミ
ュレーションされたカバレージエリアは、監視区域１０８を完全にカバーしている。しか
し、監視区域は空白区域２０２を含むので、適合度関数の繰返し処理を評価し続けて（Ｓ
５０６）、既に見つかっている適合解において、どの程度の部分が監視されるのかと比較
して、適合解において、空白区域２０２のより広い部分を監視することができるかどうか
確かめるようにプロセッサを構成してもよい。図２ｄを見て分かるように、カメラ１０２
を区域１０６の右下部の隅部まで移動し、カメラ１０２の視点からわずかに右へ配向する
ことにより、図２ｃで監視される空白区域２０２の部分と比較して、空白区域２０２のよ
り広い部分が監視される。したがって、プロセッサは、適合解として図２ｄに示した繰返
し処理において、カメラの位置および向きを選択してもよい（Ｓ５０８）。
【００４８】
　図３ａ～図３ｄには、一例として、監視カメラ１０２の位置および向きを選択するため
の方法が示してあり、部分的には図５に示してある。図３ａには、監視される区域１０６
が示してある。この区域は、たとえばドアなどの監視区域１０８、および非監視区域３０
２を含む。非監視区域３０２は、たとえば、ドア１０８を見張る従業員の作業区域でもよ
い。図３ａ～図３ｂには、図１ａ～図１ｂとともに既に説明したものと同じものが示して
あり、すなわち、２つの繰返し処理が実行され、この繰返し処理の評価（Ｓ５０６）の結
果、さらに繰返し処理が必要になることが示してある。さらに、図３ｂには、カメラ１０
２のカバレージエリアが、非監視区域３０２をカバーしている様子が示してあるが、この
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非監視区域３０２は、プロセッサに実装された評価プロセスの実施形態によっては許可さ
れない場合がある。実施形態によっては、非監視区域のいずれの部分も、カメラ１０２で
監視されることが許可されない。他の実施形態では、指定された入射視野角のカメラによ
って、非監視区域を監視することができる。たとえば、非監視区域がＰＣを含む場合、Ｐ
Ｃの背後から非監視区域を監視することが許容できる場合があり、したがってＰＣの画面
は監視されない。図３ａ～図３ｄとともに説明した実施形態では、非監視区域のいずれの
部分も、監視することを許可されない。図３ｃを見て分かるように、カメラ１０２の位置
および向きが、もう一度変更されている。次に、監視区域１０８のシミュレーションされ
た入射視野角１１２が、入射視野角１１０の所要の範囲内にあるように、カメラ１０２が
配置される。さらに、シミュレーションされたカバレージエリアは、監視区域１０８を完
全にカバーしている。しかし、非監視区域３０２は、依然としてカメラ１０２のカバレー
ジエリアによってカバーされる。したがって、繰返し処理の評価（Ｓ５０６）の結果とし
て、繰返し処理がさらに必要になる。図３ｄでは、監視区域１０８と非監視区域３０２の
間にカメラ１０２が配置されるように、カメラ１０２の位置および向きが変更されている
。監視区域１０８のシミュレーションされた入射視野角１１２が、入射視野角１１０の所
要の範囲内にあるように、また、シミュレーションされたカバレージエリアが、監視区域
１０８を完全にカバーするように、監視区域に向けてカメラ１０２が配向される。次に、
非監視区域３０２は、完全にカメラ１０２のカバレージエリアの外側にある。したがって
、プロセッサは、適合解として図３ｄに示した繰返し処理において、カメラの位置および
向きを選択してもよい（Ｓ５０８）。
【００４９】
　図４ａ～図４ｃには、一例として、２台の監視カメラ１０２、４０８の位置および向き
を選択するための方法が示してあり、部分的には図５に示してある。この区域１０６は、
監視区域４０２を含んでおり、この監視区域４０２を２つの方向から監視しなければなら
ず、すなわち、２つの入射視野角４０４、４０６が必要となる。すなわち、適合解の選択
（Ｓ５０８）は、２つの監視カメラ１０２、４０８のそれぞれについて、監視区域４０２
に所要の入射視野角４０４、４０６に基づいている。図４ａには、監視区域４０２のシミ
ュレーションされた入射視野角１１２、４１２が、２台のカメラ１０２、４０８のいずれ
かの所要の入射視野角４０４、４０６内にない様子が示してある。図４ｂに示した次の繰
返し処理では、監視区域４０２のシミュレーションされた入射視野角１１２が、入射視野
角４０６の所要の範囲のうちの１つの範囲内にあるように、また、シミュレーションされ
たカバレージエリアが、監視区域１０８を完全にカバーするように、左側のカメラ１０２
が配置および配向される。しかし、右側のカメラ４０８は、依然として、要件に従わない
シミュレーションされた入射視野角４１２を有する。したがって、繰返し処理の評価（Ｓ
５０６）の結果として、繰返し処理がさらに必要になる。図４ｃに示した次の繰返し処理
では、左側のカメラ１０２の位置および向きが維持されるが、右側のカメラ４０８は、移
動されて、図４ｂに示した前の繰返し処理と比較して異なる向きに配向される。次に、２
つの入射視野角４０４、４０６の要件が満たされる。したがって、プロセッサは、適合解
として図４ｃに示した繰返し処理において、２台のカメラ１０２、４０８の位置および向
きを選択してもよい（Ｓ５０８）。
【００５０】
　場合によっては、少なくとも３つの異なる角度で、すなわち少なくとも３つの異なる所
要の入射視野角で、あるポイントまたは区域を監視する必要があることを付記してもよい
。当業者は、上記説明がこうした場合を処理するために容易に適合することを理解する。
本明細書においてさらに詳細には説明しない。
【００５１】
　実施形態によっては、適合度関数の各繰返し処理において、変更できるのは位置および
／または向きだけではない。前述の通り、各カメラは、視野機能やズーム機能などのカメ
ラ機能を有してもよい。カメラにズーム機能が存在する場合、一機能としてズームレベル
が存在する。適合度関数を繰り返しながら、これらの機能の設定を変更してもよい。たと
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えば、監視区域を監視する監視カメラで取り込んだ画像の解像度が十分でないこともある
。この場合、所要の解像度を達成するよう、ズームレベルを変更してもよい。これが、図
８ａ～図８ｄに示してある。図８ａ～図８ｂには、図１ａ～図１ｂとともに既に説明した
ものと同じものが示してあり、すなわち、２つの繰返し処理が実行され、この繰返し処理
の評価（Ｓ５０６）の結果、さらに繰返し処理が必要になることが示してある。図８ｃで
は、監視区域１０８のシミュレーションされた入射視野角１１２は、入射視野角１１０の
所要の範囲内にある。さらに、シミュレーションされたカバレージエリアは、監視区域１
０８を完全にカバーしている。しかし、監視カメラ１０２で取り込んだ画像の解像度は、
要件に従っていない。したがって、さらに繰返し処理が必要になることがある。図８ｄで
は、監視区域１０８の所要の解像度が達成されるよう、カメラ１０２のＦＤが減少してい
る。したがって、プロセッサは、適合解として図８ｄに示した繰返し処理において、カメ
ラ１０２の位置および向き、ならびにズームレベルを選択してもよい（Ｓ５０８）。
【００５２】
　アクティブエッジアルゴリズムを使用して、前述のシミュレーションされたカバレージ
エリアを計算することができる。「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｃａｍｅｒａ　ｌａｙｏｕｔ　
ｔｏ　ｓａｔｉｓｆｙ　ｔａｓｋ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ａｎｄ　ｆｌｏｏｒ　ｐｌａｎ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ」（Ｅｒｄｅｍら、２
００６年、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎ
ｄｉｎｇ、１０３（３）：１５６～１６９頁）に、アクティブエッジアルゴリズムが詳細
に記載されており、本明細書でさらに論じられることはない。
【００５３】
　粒子群最適化、すなわちＰＳＯアルゴリズムを使用して、繰返し処理の手法を実施する
ことができる。群知能（ＳＩ）に基づく最適化技法が、過去１０年間で広く世間に広まっ
てきた。社会性昆虫（アリ、ミツバチ、スズメバチなど）の集合行動、ならびに鳥の群れ
または魚群などの動物社会からヒントを得て、ＳＩの規律により、これらの社会のこうし
た挙動をまねることによって知的システムを設計しようとしている。これらコロニーの単
一個体は洗練されていないが、分散化し自己組織化されたやり方で、個々のメンバー間の
協働および対話の下で複雑な仕事を実行することもできる。
【００５４】
　科学および産業の世界では、最適化問題が非常に重要である。組合せ最適化（ＣＯ）と
して知られている最適化問題の重要なクラスは、（巡回セールスマン問題、車両経路指定
、最小スパンニングツリーなどのような）対象物の有限集合から、最適な対象物を見つけ
出すことに取り組む。ＣＯ問題を解決するために開発されてきたアルゴリズムは、完全ア
ルゴリズムまたは近似アルゴリズムとして分類することもできる。完全アルゴリズムは、
確実に、ＣＯ問題のあらゆる場合を見つけ出し、それを評価して最適な解を見つけ出す。
たとえ、ＮＰ困難な問題について、多項式時間アルゴリズムが存在しないことがある場合
でも、それによって近似法を使用することになる。近似法では、最適の解を確実に見つけ
出すことは、非常に短い時間で十分に良好な解を得るための犠牲になる。近年、近似法の
使用が数多くの研究者の注目を集めてきたが、それは、近似法が、古典的な傾斜ベースの
手法よりも実装がより容易であり、（特に、目的関数が暗黙的に与えられるとき、または
微分できないときに）傾斜情報を必要としないという事実によるものである。粒子群最適
化は、ＮＰ困難のＣＯ問題に対して近似解を見つけるための、最も注目に値するＳＩ技法
の１つであり、さらに論じることになるこの研究の関心の的である。
【００５５】
　ＫｅｎｎｅｄｙおよびＥｂｅｒｈａｒｔ（「Ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｓｗａｒｍ　ｏｐｔｉ
ｍｉｚａｔｉｏｎ（粒子群最適化）」Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ、１９９５年、Ｐ
ｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ、ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ
、ｖｏｌｕｍｅ４、１９４２～１９４８頁、ｖｏｌ．４）によって、連続非線形関数向け
の新規の最適化法として粒子群最適化が初めて紹介された。この方法は、２つの主要な構
成要素の方法論、すなわち、一般には人工生命、具体的には鳥の群れ、魚の群れ、および
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群れ理論にその起源をもつ。ＰＳＯの考え方は、簡略化された社会システム、すなわち、
食物を探すときの群れる鳥、および群れる魚をシミュレーションすることから生まれた。
鳥それぞれを１つの粒子と仮定すれば、個々の粒子は、その現在速度、それ自体の以前の
経験、および、これまでに知られていたグループの最良の以前の経験に基づいた位置に向
けて移動する。ＰＳＯは、広い範囲の可能性が与えられている場合に、全個体群が、社会
的相互作用の余分なものを省いた形式を用いて、問題を解決する多変量解のパターンを見
つけることができる適応培養モデルに従う。ＰＳＯの元になる簡略な社会認知理論は、３
つの原理に基づいている。すなわち、評価（刺激を評価する傾向のことであり、有機的組
織体が、誘引もしくは撃退する環境の特徴を、評価または区別することができない場合、
学習は起こり得ない）、比較（各個体が、ある種の測定値に基づいて、それ自体と仲間の
個体とを比較し、他の個体より優れている個体を模倣し、それに従う）、および模倣（他
の個体の捉え方を取得することであり、そのことは実際には、挙動をむやみに模倣するの
ではなく、その目的を認識し、それが適切であるときその挙動を実行することを意味する
）である。ＰＳＯは、もともとＫｅｎｎｅｄｙおよびＥｂｅｒｈａｒｔによって提案され
たときには、粒子の群れについてのものであって、粒子それぞれが、ポテンシャル解を示
し、最適解を求めて問題空間を繰り返し飛行する。遺伝的アルゴリズム（ＧＡ）と同様に
、このシステムはランダム解の全個体群（粒子）で初期化される。しかし、ＧＡとは異な
り、各粒子にはまた、問題空間内の粒子をそのナビゲーションに従って導くランダム速度
が割り当てられる。群れでの個体最良位置（ｐＢｅｓｔ）および全体最良位置（ｇＢｅｓ
ｔ）に向けて、各粒子の速度を変更する（加速させる）ことによって、最適化が実行され
る。粒子群の実装は通常、全体最良（Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｅｓｔ（ｇＢｅｓｔ））ＰＳＯお
よび局所最良（Ｌｏｃａｌ　Ｂｅｓｔ（ｌＢｅｓｔ））ＰＳＯとして知られている２つの
ソシオメトリ原理のうちの１つに従う。これら２つのタイプについて、以下の節で簡潔に
論じる。
【００５６】
　全体最良ＰＳＯでは、概念的には、各粒子が、他のあらゆる粒子と連結され、各粒子の
近隣区域が群れ全体であるとも言える。このトポロジを使用する結果として、各粒子は、
最良に実行する群れ全体の個体群の任意のメンバーによって影響を受ける。
【００５７】
　局所最良ＰＳＯでは、各個体（その個体自体を含む）およびそのｋ番目の最も近い近隣
メンバーについて近隣区域が生成される。このトポロジの簡略な例は、ｋ＝２（リングト
ポロジ）の場合でもよく、粒子ｉが、各粒子ｉ－１、ｉ、ｉ＋１の中の最良の粒子の影響
を受ける。すなわち、各粒子は、環境の局所的知識に基づいて影響を受ける。
【００５８】
　個体と集団の両方でうまくいくように個体の配置を調整したいので、更新速度式にはｐ
ＢｅｓｔおよびｇＢｅｓｔの存在が必要である。社会学上の観点からは、ｐＢｅｓｔは、
自伝的記憶に似ており、それと関連する速度調整は「素朴なノスタルジア」と呼ばれ、個
体は、過去において既に経験してきた最良の位置に戻ろうとする。あるいは、ｇＢｅｓｔ
は、個体が模倣しようとする、公表された知識または集団規範と同様である。文字通り、
集団規範は「社会的知識」とも呼ばれる。速度更新は、以下の式を使用して実行される。
【００５９】
【数１】

ここで、

は、時刻ｔにおける次元ｄの粒子ｉの速度ベクトルであり、
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は、時刻ｔにおける次元ｄの粒子ｉの位置であり、
Ｐｂｅｓｔ，ｉは、これまでに見つかった粒子ｉの個体最良位置であり、
Ｇｂｅｓｔは、群れによってこれまでに見つかった最適の粒子であり、
Ｃ１は、ノスタルジア構成要素の寄与を決定する加速度定数であり、
Ｃ２は、社会構成要素の寄与を決定する加速度定数であり、
ｒ１およびｒ２は、０．０～１．０の間の一様分布からの乱数である。
【００６０】
　局所最良ＰＳＯのバージョンについては、式１の社会構成要素においてＧｂｅｓｔの代
わりにＬｂｅｓｔを使用する。
【００６１】
　各繰返し処理では、粒子の速度を更新した後、各粒子は、問題空間におけるその以前の
位置、および新規に更新された速度に基づいて、次式を使用してその位置を調整すること
になる。
【００６２】

【数２】

ここで、

は、（時刻ｔ＋１での）粒子ｉの新規の位置ベクトルを表し、

は、（時刻ｔでの）粒子ｉの以前の位置を表し、

は、（時刻ｔ＋１での）粒子ｉの新規に更新された速度を表す。
【００６３】
　ここで、ＰＳＯの全体バージョンを実施するためのアルゴリズムを説明する。
１：問題空間内でのｄ次元において、ランダムな速度および位置で、粒子の全個体群を初
期化する。
２：Ｗｈｉｌｅ　ｍａｘＩｔｅｒａｔｉｏｎに達するか、十分に良好な適合度が達成され
ると、以下を実行する。
　３：各粒子について適合度関数を評価する。
　４：粒子の適合度と粒子のｐＢｅｓｔとを比較する。現在値がｐＢｅｓｔよりも良好で
ある場合、ｐＢｅｓｔをｄ次元空間内の現在の粒子に設定する。
　５：適合度評価と個体群全体の以前の最良値とを比較する。現在値がｇＢｅｓｔよりも
良好である場合、ｇＢｅｓｔを現在の粒子に設定する。
　６：式（１）および（２）に従って、粒子の速度および位置を変更する。
７：Ｅｎｄ　Ｗｈｉｌｅ
８：ｇＢｅｓｔ粒子が、この最適化プロセスを用いて達成された、十分に良好な適合度で
ある。
【００６４】
　群れの中の粒子の数が、その初期多様性を定義する。多数の粒子を有することで、問題
空間のより多い区域をカバーするのに役立つが、同様に、計算が複雑になり、ＰＳＯが劣
化してランダム探索になる。実証的研究によって、最初の個体群が１０～３０個の粒子と
いうサイズの小さい群れでも、良好な解を見つけるのに十分であることが分かっている。
群れのサイズは、問題に依存していることを付記すべきであるが、実際には、探索空間の
粗さまたは滑らかさが群れの粒子の数を規定している。
【００６５】



(15) JP 6109791 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

　近隣区域のサイズは、どの程度粒子が互いに相互作用するかを確定する。しかし、近隣
区域のカバレージの大きいＰＳＯが速くなると、サイズの小さい近隣区域が局所最適条件
になる可能性は低い。文字通り、小さい近隣区域サイズで開始し、この近隣区域の周囲を
繰り返し増大させることによって、確実に初期多様性が高くなり、また収束が速くなる手
法が提案された。
【００６６】
　式（１）では、加速度係数Ｃ１およびＣ２が、粒子の速度ベクトルのノスタルジア構成
要素および社会構成要素の影響を制御する。通常、Ｃ１およびＣ２の値は経験的に見つか
り、それらの値が相対的に低いと、粒子の飛行が滑らかになるが、値が高いと、さらに加
速され、他の構成要素に向かって突然移動することになる。Ｃ１とＣ２の両方を２．０に
設定して、速度式の各構成要素の周りの全ての領域をカバーするよう探索させるようにす
ることが合理的である。また、多くの研究においては、１．４９４４５の値を使用し、収
縮係数を使用して確実に収束させる。
【００６７】
　ＰＳＯに関連する１つの問題は、その収束速度が高いことである。収束速度が高いと最
適化プロセスが速まるが、その結果、探索が完全には行われず、それにより、問題空間の
多くの区域が未探索のまま残ることになる。最適化アルゴリズムが問題空間をどの程度良
好に探索するのか決定する２つの特性があり、これらは、探索と活用と呼ばれている。問
題空間の様々な領域を探し、より良好な最適条件を探し出す機能を探索と呼び、見込みの
ある区域に焦点を当てて、候補となる解を改良する機能を活用と呼ぶ。良好な最適化アル
ゴリズムを実現するためには、これら２つの目的の間に明確なトレードオフがなければな
らない。このトレードオフのバランスをとるのに役立つ、ＰＳＯの様々な変形形態を以下
に紹介する。
【００６８】
　各粒子は、その速度ベクトルを使用して、問題空間を飛行する。ＰＳＯアルゴリズムは
、粒子が問題空間のあらゆる次元に移動することもできるように、速度を調整する。前に
論じた速度式（式１）は、振動が広範囲になればなるほど爆発的に増加する傾向にある。
速度を抑制するのに通常利用される一方法は、個体ｉにおける各次元ｄにおいて、速度が
超過しないようにすることである。
【００６９】
【数３】

Ｖｍａｘは通常、問題の特性に基づいて経験的に選択される。
【００７０】
　群れの探索と活用を制御すること、ならびに速度制限の必要性をなくす役に立つことを
可能にするためのメカニズムとして慣性質量を使用したＰＳＯのバージョンが使用されて
きた。慣性質量ωは、飛行方向の以前の記憶内容のうちどの程度が、ｇＢｅｓｔ　ＰＳＯ
において、速度更新式（１）を次式に変更する粒子の新規の速度を制御するのかを制御す
る。
【００７１】

【数４】

【００７２】
　ω＜１に設定すると、時が経つにつれて粒子の速度が減速することになる。ωの値が大
きくなると、粒子が問題空間をより容易に探索し、解の多様性を改善できるようになるが
、ωの値がより小さくなると、アルゴリズムが、局所の近隣区域をより完全に探索する助
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けになる。しかし、値が小さすぎると、群れの探索機能が不能になる。
【００７３】
　探索／活用のトレードオフを決定し、慣性質量ωを排除し、速度制限を除外するために
、慣性質量と同様の手法が使用されてきた。この手法では、速度は定数Ｘに制限され、こ
の定数は収縮係数と呼ばれる。次元ｊでの粒子ｉの速度更新式（１）が次式に変換される
。
【００７４】
【数５】

ここで、
【００７５】
【数６】

ここで、
φ＝φ１＋φ２、（φ≧４、ｋ∈［０，１］）、
φ１＝ｃ１ｒ１、
φ２＝ｃ２ｒ２。
【００７６】
　制約条件φ≧４およびｋ∈［０，１］を満足させることによって、群れが安定点に収束
することが確実である。パラメータｋは、群れが探索または活用する機能を制御する。ｋ
の値がほぼゼロの場合は、群れの収束が速くなるが、ｋがほぼ１と考えると、収束が遅く
なり、探索度が高くなる。通常、ｋは、最適化時の定数であると考えられるが、研究者に
よっては、初期の探索段階において１に近い値のｋを使用して、初期の高い探索を実現し
、後に、ｋの値をほぼゼロにまで低減させて、後の段階においてより局所的な活用を実現
した。
【００７７】
　前述の通り、粒子群の最適化においては、通常、各粒子は、目下の問題に対するポテン
シャル解を表す。これらの解は、その最良性能のそれ自体の局所的知識、およびトポロジ
的に近接している他の粒子の利用可能な近隣区域の知識を利用することによって、それ自
体を改善しようと試みる。様々な制約条件に関して、閉多角形でのカメラの最良の配置を
見つけたいので、識別すべき最も重要なことは、様々な粒子によって、どのようにして解
を表すかである。その後、有効な解の境界基準を規定しなければならない。
【００７８】
　これまで固定長の粒子符号化を使用して、カメラの配置を表してきた。したがって、ｎ
台のカメラを所与のレイアウトに配置するために、群れの各粒子は、ｎ個の因子から構成
しなければならず、各因子は、各カメラのうちの１台のカメラの向きと姿勢、ならびにそ
のモデル情報を含む。粒子符号化が図９に示してある。各因子は、カメラモデルに関連し
ており、このモデルは、特定のモデルの固有パラメータについての追加情報を含んでいる
。さらに、カメラのコーン、視界、および各カメラの部分的なカバレージの計算において
、これらのパラメータを使用することになる。
【００７９】
　ＰＳＯアルゴリズムの初期段階では、粒子の数Ｎｃが生成され、無作為に初期化される
ことになる。不要な計算コストを避けるため、実現可能な（有効な）解のみを生成する。
解の妥当性を確認検査するため、まず、初期化プロセスが、内部の多角形（孔）を除外し
て、主要な外部の多角形の内部にカメラを配置するようにさせる。このようにすれば、カ
メラの無駄を確実になくすことができる。コンピュータグラフィックスでは、このプロセ
スをヒットテストと呼ぶ。ヒットテストでは、簡略で効率的なアルゴリズムが使用され、
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このアルゴリズムでは、半無限の水平光線（ｙ座標を固定し、ｘ座標を増大させる）がテ
ストポイントから放出され、いくつの縁部を光線が横切ったかを数え、それぞれ横切る際
に内部の光線と外部の光線との間で変化することによって、このポイントが多角形の内部
になるのかどうか判定することになる。これらのステップがどのようにして実行されるの
かの概要を以下に示す。
ヒットテスト：

【００８０】
　孔を有する多角形では、全ての多角形の孔に対して上記の手順を使用して、ポイントが
、閉多角形の内部に正確に存在し、孔のうちの１つに配置されないことを確実にする。要
するに、各粒子の因子は、以下の式（７）に言及している制約条件に従って初期化される
ことになる。カメラモデルは、ユーザの要件について、各因子に順次割り当てられる。チ
ルト角度（β）は±φｖ／２（φｖはカメラの垂直ＦｏＶである）に制限されるが、それ
は、実際の状況では、カメラは水平線の周りで過度に傾斜はしないからであり、したがっ
て、チルト角度を制限する計算コストが避けられる。パン角度（θ）を任意の角度に設定
できることは明らかであるが、それは、シーンの全ての角度を試してみようとしているか
らである。
【００８１】
【数７】

（ｘ，ｙ）←多角形Ｐｅ内部のランダム配置（ヒットテストを使用する）
【００８２】
　各粒子にランダム速度ベクトルを割り当てることによって粒子初期化が完了することに
なり、これにより、シーン内を飛行する粒子の初期傾向が確定される。速度ベクトルを初
期化できるように、まず、各速度の上限と下限を設定する必要がある。経験的な観察に基
づいて、以下の制限値を使用した。
【００８３】
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【数８】

【００８４】
ここで、Ｖｘ、Ｖｙ、Ｖβ、およびＶφはそれぞれ、因子のｘ、ｙ、パン、およびチルト
の速度ベクトルを表す。また、τは、外部の多角形の周りのバウンディングボックス（最
も小さい境界ボックス）を表し、これは、多角形の頂点の最大および最小（ｘ，ｙ）座標
を見つけることによって簡単に計算することができる。最後に、以下の式を使用して、粒
子の各因子の加速度ベクトルを計算することもできる。
【００８５】
【数９】

【００８６】
　粒子の速度を更新する際の主な考え方は、各粒子が、比較的良好な粒子からどのように
して学習できるかにかかっている。我々の方法では、学習プロセスは、良好な性能の粒子
に似るように粒子を改善することによって実行され、同様の因子（同じタイプのカメラを
有する因子）を徐々に互いに収束させることによって、これを実行する。これは、各因子
の速度を、良好な性能の因子に近づけなければならないことを意味する。各次元（位置、
パン、およびチルト）での速度が、これら２つの因子の間のギャップを埋めるように意図
することによって、それを実行する。
【００８７】
【数１０】

ここで、
ｐＢｅｓｔは、これまでの因子の最良性能であり（個体最良）、
ｌＢｅｓｔは、これまでの近隣区域での最良性能の粒子の因子であり（局所最良）、
ω＝０．９７５に設定された慣性係数、
ｃ１＝２．０１に設定されたノスタルジア係数、
ｃ２＝２．０１に設定された社会係数、
ζ＝ｃ１ｒ１＋ｃ２ｒ２、
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【００８８】
　前述の通り、新規の速度を計算した後、広範囲の振動の影響を避けるため、規定された
境界値に速度を制限することが必要である。式（８）で指定された変数を使用して、以下
のように速度を制限した。
【００８９】
【数１１】

【００９０】
　所与のシーンおよびカメラのＦｏＶコーンのポイントについて、可視多角形の幾何学的
交点を計算することによって、各カメラのカバレージが計算される。結果として得られる
多角形により、所望の多角形の見取り図における所与のカメラのある姿勢および向きによ
って、どのポイントを見ることができるかについての情報が得られる。また、各カメラに
ついて、目に見える視野の区域を計算する必要がある。組み合わされた交差した多角形の
この計算された区域は、最適化の目的で後に使用されることになる。多角形の区域を計算
するために、各ラインセグメントとｘ軸との間に存在する区域を単に合算することができ
る。
【００９１】
　各ＲｏＩにおいてカバーされる区域および見取り図のカバレージ全体に基づいて、各粒
子の適合度関数が計算される。様々なＲｏＩのタイプが、粒子の適合度に様々に寄与する
。したがって、カメラとＲｏＩの各順列について、カバレージを計算する必要がある。た
とえば、３つのカメラと２つのＲｏＩを有する場合、カバレージ計算の３×２の順列を実
行して、粒子の適合度全体を評価する必要がある。問題定義には、あるＲｏＩのカバレー
ジを最大化すること、および他の何らかのＲｏＩを最小化することが必要になるので、戻
された計算済みの全ての適合度値を合計することによってカバレージ全体が計算される。
様々なＲｏＩについてカバレージを計算するときに考慮すべき重要な一側面は、カバーさ
れた全ての区域を全て組み合わせて、重複する視野の影響を排除する必要があるというこ
とである。各ＲｏＩに寄与する全てのカバレージ幾何学的形状を組み合わせること、およ
び、最後にＲｏＩの特定の制約条件を加えることによって、これが実行される。ＲｏＩの
特定の適合度値を計算した後、これらの値の平均にシーンの区域全体を乗算し、未処理の
カバレージ全体をそれに加算することによって、全体の適合度が計算される。以下のアル
ゴリズムで、この手順を説明する。
更新適合度：
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【００９２】
　このようにして、ＲｏＩカバレージを最大化することが最優先事項であり、カバレージ
全体を最大化することが２番目の優先事項であることは間違いない。
【００９３】
　簡略な監視区域、すなわち、監視区域を監視する２台以上のカメラの入射視野角が必要
ない監視区域では（図１～図３で説明したが、図４では説明していない）、満足すべき最
も重要な要件は、少なくとも１台のカメラで満たすべき解像度の閾値である。そうするた
めに、各因子（カメラ）のＦｏＶコーンを再計算して、所要の解像度の閾値を有する可視
区域を見つけ出さなければならず、次いで、以前の節で説明した通常のコーン計算を使用
して、幾何学的視界を見つけることになる。最後に、幾何学的形状の区域が計算され、適
合度値に加えられる。
【００９４】
　非監視区域（図３に示す）は、いかなるカメラからも目に見えてはいけない。したがっ
て、これらの区域についての適合度の計算は、適合度値から最終計算区域を差し引かなけ
ればならないことを除いては、単純な監視区域に似ている。これは、適合度関数に対する
ペナルティ値の役割を果たし、したがって、これらの区域をカバーするカメラ配置を各粒
子が避けるようにする。
【００９５】
　２つ以上の所要の入射視野角を有する監視区域では（図４で説明した）、やはり重要な
ことは、各カメラが区域を見通す際の角度である。これらの種類の区域について適合度値
を計算するために、それらの間の角度（図１０のベクトルＲ）およびその区域の法線ベク
トル（図１０のベクトルＮ）が所要の入射視野角以下であるカメラのみが、適合度の計算
に寄与しなければならない。
【００９６】
　次式のように、ベクトルＲおよびＮのドット積を使用して、この角度を計算することが
できる。
【００９７】

【数１２】

ここで、
θは、カメラがラインを見通す際の角度であり、
Ｒは、カメラからＲｏＩの中心に向けて放射される光線であり、
Ｎは、ＲｏＩの中心を通り、ＲｏＩラインに垂直な法線ベクトルである。
【００９８】
　速度が更新された後、粒子は実際に飛行するはずである。各因子の次の位置、パン角度
、およびチルト角度に影響を及ぼす、この因子に関連する速度に関してその因子を動かす
ことによって、粒子の飛行が実行される。考慮すべき一側面は、粒子のこの動きが、境界
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を越えた動きにつながってはならないことである。そうした動きが生じた場合は、その動
きを訂正する必要がある。そのために、２つの主要な方式で速度ベクトルを更新する。す
なわち、第１に、その値を２つに分割する（ｘもしくはｙの方向、または両方の方向にお
いて可能である）。第２に、前述の訂正方法がうまくいかない場合、速度ベクトルを反射
して（やはり、ｘもしくはｙの方向、または両方の方向において）、有効な動きを生成す
る。両方の場合において、速度のこの変更は、永久的なものにはならず、動きに対して一
度きりの影響を及ぼすことになり、その結果、因子は、無効な動きから脱することができ
るようになる。チルト角度およびパン角度については、こうした制限を加えない。
【００９９】
　２つの粒子が適度に近く配置されている場合、これらの粒子は同じ近隣区域内に存在す
ると考える。２つの異なる粒子における同様の各因子間の物理的な距離として接近配置を
特徴付け、それにより、対応する各因子間の平均距離が特定の範囲よりも短くなければな
らないことを意味する。この範囲は、外部の多角形のバウンディングボックスの直径を、
あるステップ（我々の場合には２０）で除算したものとして定義される。接近測定には、
パン角度およびチルト角度を含めなかったが、それは、物理的に近いがパン角度およびチ
ルト角度が異なる各因子が、近隣区域を形成するようにしたいと考えるからであり、この
近隣区域において、各因子が、依然として適度に似かよった構成を有しながら広範囲の配
向選択肢を有する、１組の因子から構成された局所最良から恩恵を受けることもできる。
【０１００】
この近隣区域の選択を以下に示す。
近隣区域の選択：

【０１０１】
　１つの粒子からなるクラスタを生成することで開始し、続いて、適度に近い粒子をそれ
に加える。群れの中でクラスタを形成しない全ての粒子について、このプロセスを繰り返
すことになる。
【０１０２】
　本発明は、決して前述の各実施形態に限定されるものではないことが、当業者には理解
される。それどころか、添付の特許請求の範囲に記載の範囲において、数多くの修正形態
および変形形態が実現可能である。たとえば、カメラ機能は、さらに多くの特徴、たとえ
ばカメラのセンササイズを含んでもよく、適合度関数の繰返し処理においてこうした特徴
を変更してもよい。センササイズは、カメラの視野を決定するパラメータの１つであり、
カメラの解像度にも影響を及ぼす。適合度関数を繰返し処理する際、任意の数の上記変更
可能な特徴（たとえば、カメラの位置、向き、カメラの数、ズームレベルなど）が、監視
カメラにおける各繰返し処理での変更でもよいことをさらに付記してもよい。前述の説明
は、実現可能な改変方式のいくつかを単に例示したものにすぎない。
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【符号の説明】
【０１０３】
　１０２　カメラ
　１０４　ＦｏＶ
　１０６　区域
　１０８　監視区域
　１１０　入射視野角
　１１２　入射視野角
　２０２　空白区域
　３０２　非監視区域
　４０２　監視区域
　４０４　入射視野角
　４０６　入射視野角
　４０８　監視カメラ
　４１２　入射視野角
　６０２　カバレージエリア、ＦｏＶ
　６１０　縁部
　６１２　縁部
　６１４　向き
　７０２　カバレージエリア
　７０４　区域
　７０６　障害物
　Ｓ５０２　区域に関するデータを受信するステップ
　Ｓ５０４　仮想区域をモデル化するステップ
　Ｓ５０６　適合度関数の繰返し処理を評価するステップ
　Ｓ５０８　適合解を選択するステップ
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